
令和 5年 4月 28日 

＜令和 5 年度 総会議案書に関するご意見及び質問と回答＞ 

 

1．PTA廃止を希望 

 ・仕事との両立等負担が大きい(2件) 

 ・時代に合っておらず、押し付け合いや強制はおかしい。親の参加は学校行事での有志によるお手伝い

程度にしてほしい(1件) 

 ・違った形で子どもたちをサポート(1件) 

→PTAの廃止については、昨今は様々な場面で耳にします。PTAは保護者と教職員で構成された組織

です。保護者の皆様の協力なしに成り立つものではないので、大多数の保護者の皆様が廃止を強く

希望された場合廃止に向かうことになると思います。 

 

2．役員の負担が大きくならないような活動を希望(1件) 

  →ここ数年、負担軽減の取り組みをしてまいりました。今後も様々な場面での役員の負担軽減に取り

組んでまいりたいと思います。 

 

3．今年度会費集金予定の額は予備費でまかなえる額であり、今年度会費徴収は不要なのでは？(1件) 

  →コロナ禍の影響で活動があまりできず、この数年で予備費が多額になりましたが、会費額が変更に

なったことで収入はかなり減っております。 

今年度の予備費については、子どもたちの学校生活がより良くなるような使い道を考えておりま

す。(令和 4年度では、全校児童分のタブレットケース購入、プール門看板取り付けのために使用

しました) 

 

4．本読み会予算不要、授業で必要な材料等は学校予算で購入すべきなので学級費は不要。購入した物品

管理も学校の負担となり迷惑なのでは？(1件) 

  →本読み会に予算はございません。使用するノートの購入費は予算の「消耗品費」より捻出しており

ます。 

現状、学級費で各学級の担任の先生と学級委員さんがその学級の子どものためになるようなものを

考えて購入してくださっています。学級委員さんの負担軽減も含め、学級費については検討事項と

して引き継ぎたいと思います。 

 

5．市や PTA連合会関連の校外活動等は不要では？(1件) 

  →市や PTA連合会に関する活動については一学校での調整は難しいと思いますが、これからの PTA活

動の検討事項の一つでもあると考えております。ただ、学校だけでなく市や各地域、家庭が一丸と

なって子どもを守っているということを考えますと、全く切り離すこともできないのでは、という

考え方もあります。 

 

6．会費が口座振替となり強制徴収するなら、その前に PTAへの入会意思を確認し、また退会を自由とす

る必要があるのでは？(1件) 

  →口座振替に切り替えた目的は役員の負担削減と、子どもが現金を持参しなくてもいいようにしたい

という思いからです。 

   PTA入会についての意思確認と、現時点で会則に規定のない退会について、今後 PTAとしてどのよ

うな考え方で臨むのか、検討事項として引き継ぎたいと思います。 



    

～ご意見、ご質問ありがとうございます～ 

この度は貴重なご意見、ご質問をありがとうございました。 

七小 PTAは、年度毎に役員がほぼ入れ替わり、活動等を変えることがなかなか難しい集まりです。 

その中でもできる範囲で役員の負担軽減を行い様々な改善点に目を向けてまいりました。 

今回貴重なご意見をいただきましたが、このように真摯に PTAと向き合ってくださっている保護者の皆

様に、ぜひ今後の PTA活動に参加していただき様々な問題点を洗い出し改善していただければ、会員の皆

様のお気持ちに寄り添った PTAとなるのでは、と強く感じました。 

ありがとうございました。 

 

令和 4年度 PTA役員の皆様にはお忙しい中ご協力をいただき、まことにありがとうございました。 

また、会員の皆様にも PTA活動にご理解ご協力をいただき、まことにありがとうございました。 

 

令和 4年度 PTA会長 小林朱美 

 


